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報告資料１



平成４年に創設！

生産緑地の指定を受けた場合のメリット

・固定資産税が軽減される

・相続税・贈与税の納税猶予が受けられる

生産緑地の指定を受けた場合の行為制限

・30年間農地として維持管理する義務を負う

・開発行為等の土地利用制限を受ける

条件

生産緑地地区とは定義

生産緑地とは、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内の農地

の緑地としての機能を活かし、計画的に農地を保全していこうとする制度

しかし

①３０年経過すると、
固定資産税等税等の税
制優遇の期間が終了！

②30年経過すると、
いつでも農地以外に
転用可能！

令和7年度 特定生産緑地の指定について 【報告案件】報告資料１
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定義 特定生産緑地制度（H29創設）

生産緑地地区の指定から３０年の基準日が近く到
来する地区のうち、その先においても緑地保全を確
実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特
に有効であると認められるものを『特定生産緑地』
として、市町村が指定できる制度

①３０年経過すると、
固定資産税等税等の税
制優遇の期間が終了！

②30年経過すると、
いつでも農地以外に
転用可能！

そ
こ
で

●営農義務あり

●税制優遇あり！

●土地利用の制限あり

特定生産緑地の

指定を受ける

指定より
30年経過

特定生産緑地の

指定を受けない

●重ねて指定

●地区の指定は、
自動的に外れない

●営農義務あり（農地の場合）

●税制優遇なし！

●いつでも農地転用可

市に買取り申し出、

あっせん後、転用

10年間引き延ばし！

令和7年度 特定生産緑地の指定について 【報告案件】報告資料１
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【凡例】特定生産緑地の状況定義

●生産緑地地区の指定から
30年経過していない箇所

or
●特定生産緑地の指定を
見送った箇所

●特定生産緑地に既に
指定している箇所

●今年度に特定生産緑地の
指定を行う箇所
(平成７年に生産緑地に指定し、

30年経過目前)

【令和7年度の追加箇所】
1.旭ケ丘３－⑤
2.国分本町７－⑨

計２地区
※これらは、３０年前
の平成７年に指定した
生産緑地

【報告案件】報告資料１
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令和7年度 特定生産緑地の指定について



国分地区全体図

令和7年度 特定生産緑地の指定について 【報告案件】報告資料１

No.１

No.２
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令和7年度 特定生産緑地の指定について

地区名称：旭ケ丘３-⑤No.1

生産緑地地区の指定面積

旭ケ丘３-⑤

全体：０.08 ha    

【報告案件】報告資料１

特定生産緑地の指定面積

昨年度までの指定面積 ：0.０0ha

+ 今年度の指定面積：0.08ha
計 0.08ha

内

（指定率100％）
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令和7年度 特定生産緑地の指定について

地区名称：国分本町７-⑨No.２

生産緑地地区の指定面積

国分本町７-⑨

全体：0.29ha    

【報告案件】報告資料１

特定生産緑地の指定面積

昨年度までの指定面積 ：0.28ha

+ 今年度の指定面積：0.01ha
計 0.２9ha

内

（指定率100％）
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令和7年度 特定生産緑地の指定について

特定生産緑地の指定状況（R６.11時点）まとめ

【報告案件】報告資料１

H４の生産緑地地区 特定生産緑地の指定

３６.０２ha ３４.３４ha
内

H5の生産緑地地区 特定生産緑地の指定

０.４３ha ０.３７ha
内

指定対象の生産緑地地区 特定生産緑地の指定

37.05ha 35.31ha
内

合 計

H６の生産緑地地区 特定生産緑地の指定

０.５１ha ０.５１ha

今回の指定
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内

H7の生産緑地地区 特定生産緑地の指定

０.09ha ０.09ha
内

指定率
９５.３％！



立地適正化計画の策定について
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【報告案件２】立地適正化計画の策定について

2Kashiwara City

１．立地適正化計画とは

定 義
立地適正化計画とは、人口減少・高齢化に対応するため、居住機能や商業・医
療・福祉機能などの誘導を図り、ある程度定まった区域に集約（コンパクト化）しつ
つ、これらの拠点と地域を結ぶネットワークの構築を推進させるための計画です。

都市再生特別措置法第８１条に基づき、市町村が作成することができる。
法的根拠
策定主体

定める
内容

① 居住及び都市機能の立地の適正化に関する基本的な方針
② 居住誘導区域
③ 都市機能誘導区域及び誘導施設
④ 誘導施設の立地を図るための事業等
⑤ 防災指針
⑥ 計画に掲げる事業や施策の推進に関する事項
⑦ 立地適正化計画を図るための必要な事項

柏原市は、令和８年度から策定に取り掛かることを予定



我が国の都市は、人口の急激な減少や高齢化に直面して
おり、以下のことが求められています。

① 高齢者や子育て世代にとって安心・快適な生活環境を実
現すること。

② 財政・経済面において持続可能な都市経営を可能とする
こと。

③ 頻発化激甚化する災害に対して地域の安全を確保するこ
と。

【報告案件２】立地適正化計画の策定について

3Kashiwara City

２．コンパクト・プラス・ネットワークの必要性

イメージ（１）コンパクト・プラス・ネットワークの考え方

このままだとどうなるのか？

拡散した市街地のまま人口が減少し、居住の低密度化が進
行すれば、医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの
提供が将来的に困難となる。

また、厳しい財政制約の中では社会資本の老朽化に対する
対応が困難となる。

低密度化の放置

現在の市街地



【報告案件２】立地適正化計画の策定について
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２．コンパクト・プラス・ネットワークの必要性

イメージ（２）コンパクト・プラス・ネットワークの効果

現在の市街地

コンパクトシティ化

サービス産業の生産性向上

サービス産業は、その立地場所における需要（人口密度）が高いほ
ど生産性が高くなる（付加価値額が高い）

行政コストの縮減、地価の維持・上昇

コンパクトなまちでは、行政サービスの向上が効率化されコストが
縮減される。また、密度の高いまちほど地価が高く、上昇幅も大きい

健康の増進

都市の人口密度が高いほど、歩行機会が多い。歩く習慣は、生活
習慣病の予防、医療費の削減効果も考えられる

環境負荷の低減

都市の人口密度が高いほど、一人当たりの自動車交通によるCO2
排出量が少なくなる



【報告案件２】立地適正化計画の策定について
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３．立地適正化計画制度

（１）主な計画の内容・定義

②居住誘導区域

居住誘導区域とは、市街化区域内に定めるもので、一
定エリア内の人口密度を維持することにより、地域ｺﾐｭﾆ
ﾃｨが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域

基本的な方針は、中長期的に都市の生活を支えるこ
とが可能となるような、まちづくりの理念や目標、目指す
べき都市像を設定

①立地の適正化に関する基本的な方針

③都市機能誘導区域

都市機能誘導とは、居住誘導区域内に定めるもので、
医療・福祉・商業等、居住者の生活利便の向上されるよ
う、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域

④誘導施設

誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとの区域内にお
いて、誘導すべき都市機能増進施設を定める
※医療系、・福祉系・文科系・商業系等の必要な施設

⑤防災指針

居住誘導や都市機能の誘導を図る上で必要となる都
市の防災に関する機能を確保するための指針であり、
地震や洪水等、災害リスクを踏まえた課題への取組み

立地適正化計画によって、居住や都市機能の誘導、
良好な都市環境を創出するため、国が定める都市計
画の各種制度の導入・活用を示す

⑥立地適正化計画の推進に関する事項

立地適正化計画の定量的な目標値（人口密度等）の設定、目標に対する評価方法（おおむね５年ごとの評価）
居住誘導区域外（市街化区域外を含む）の都市の方針・将来像 、 地域公共交通計画との連携等

⑦立地の適正化を図るために必要な事項



【報告案件２】立地適正化計画の策定について
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３．立地適正化計画制度

（２）計画のイメージ（概念図）

【凡例】

市境(都市計画区域)

市街化区域

誘導施設を
施策により誘導

災害リスクある区域を抽出
災害リスクを踏まえた

防災指針を示す

居住誘導区域

都市機能誘導区域

災害リスクが高い地域、
将来人口が減少する地域、

都市機能を集中させたい地域
を地図上で情報分析し、誘導
区域を定めていく



【報告案件２】立地適正化計画の策定について
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３．立地適正化計画制度

（３）都市計画マスタープランとの関係性

立地適正化計画

【根拠】都市再生特別措置法８１条に基づく計画

居住や都市機能の配置を具体化する計画

実
施
計
画

人口減少化で居住と都市機能の立地を適正に
コントロール

 行政及び民間の建築・開発行為をインセ
ンティブ（動機）による誘導

（４）柏原市都市計画審議会との関係性

都市計画マスタープラン

【根拠】都市計画法１８条の２に基づく計画

都市全体の指針・方向性を示す計画

 民間の建築・開発行為に対する規制
 行政主体の都市基盤の整備

基
本
計
画

開発圧力に対し、都市の規模拡大をコントロー
ルするとともに必要な都市基盤を計画的に整備

都市計画マスタープラン

計画策定にあたっての意見聴取

立地適正化計画

計画策定にあたっての意見聴取

【根拠】都市計画法において手続きの法文なし

任 意
内容や方向性について
意見を聴く（確認）

【根拠】都市再生特別措置法第８１条２２項

義 務
計画案を諮問して
意見を聴取し反映



【報告案件２】立地適正化計画の策定について
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３．立地適正化計画制度

（５）立地適正化計画の策定のスケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

８．防災指針の検討

５．居住誘導区域の検討・設定

６．都市機能誘導区域の検討・設定

9．目標値の検討・設定

10．市民意向把握(パブコメ等)

２．上位計画、関連計画の整理

３．現状及び課題の整理・分析

４．基本方針的な方針設定

１．計画準備

７．誘導施設・誘導施策の検討

11．都市計画審議会 諮問

令和8年度 令和9年度

策定後は、５年ごとに分析・評価を行います。
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